
媒 介 報 酬 額 請 求 書 （見本）

買主 藤島泰春 殿

(株)宅建リアルネット不動産

代表取締役 宅建太郎

旭川市７条通２０丁目９７番地１

ＴＥＬ 0166-39-2323

物件の表示

請求内容内訳

土

地

所　在　地 旭川市豊岡１条２丁目３番４号

地　　　目 宅地

地　　　積

建

物560.23 ㎡

種　　　類 住宅

構　　　造 ＲＣ

契　約　金　額 ￥ 28,000,000 媒介報酬額算定基準額 ￥ 28,000,000

200万円迄の ￥ 2,000,000 ５．４０％ ￥ 108,000

200～400万円迄の ￥ 2,000,000 ４．３２％ ￥ 86,400

400万円を超える ￥ 24,000,000 ３．２４％ ￥ 777,600

割

合

媒　介　報　酬　金　額（消費税込み） ￥ 972,000

諸

経

費

物件調査費・広告料・各種証明手数料

公租公課（印紙代等）・通信連絡費（郵送料等）

その他、立替金等

合　計　請　求　金　額

￥ 30,000

￥ 20,000

￥ 5,000

￥ 1,027,000

お　支　払　時　期
売　買　契　約　締　結　時

売　買　代　金　決　済　時

￥ 541,000

￥ 486,000

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第４６条第１項の規定に基づき、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理

又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は次のとおり定められています。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の頼（１部抜粋）

（昭和４５年１０月２３日建設省告示第１５５２号） 最終改正 平成２６年２月２８日国土交通省告示第１７２号

第１ 定義

この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２条第１項第９号に規定する課税資産の譲渡等につき課され

るべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。

第２ 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者（課税事業者（消費税法第５条第１項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第９条第１項本文の規定により

消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）である場合に限る。第３から第５まで及び第７①において同じ。）が宅地又は建物（建物の一部

を含む。以下同じ。）の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額（当該媒介に係る消費税等相当額を含む。）は、依頼

者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額（当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。）又は当該交換に係る宅地若しくは

建物の価格（当該交換に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当す

る額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。）に定める割合を

乗じた金額を合計した金額以内とする。

第３ 売買又は交換の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額（当該代理に係る消費税等相当額を含む。

以下この規定において同じ。）は、第２の計算方法により算出した金額の２倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方

から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第２の計算方法により算出した金額の２倍を超えて

はならない。（第４～第５は貸借の報酬に関する規定につき省略する。）

第６ 権利金の授受がある場合の特例

宅地又は建物（居住の用に供する建物を除く。）の賃貸借で権利金（権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価としで支

払われる金銭であって返還されないものをいう。）の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額（当該代理又は媒介に係る

消費税等相当額を含む。）については、第４又は第５の親定にかかわらず、当該権利金の額（当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする

。）を売買に係る代金の額とみなして、第２又は第３の規定によることができる。

第７ 第２から第６までの規定によらない報酬の受領の禁止

① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第２から第６までの規定によるほか、報酬を受けることができ

ない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

② 消費税法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒

介に関し受けることができる報酬の額は、第２から第６までの規定に準じて算出した額に１０８分の１００を乗じて得た額、当該代理又は媒介にお

ける仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

附 則（平成２６年２月２８日国土交通省告示第１７２号）この告示は、平成２６年４月１日から施行する。


